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議 会 運 営 委 員 会 理 事 会 記 録 
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 庶 務 係 長 久保井 悦 代 
議 会 法 務 
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 議 事 係 長 蓑 輪 悦 男 担 当 書 記 出 口 克 己 
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（午前 ９時１２分 開会） 

吉田理事 これより議会運営委員会理事会を開会いたします。 

 

《特別職報酬等審議会の答申について》 

吉田理事 初めに、特別職報酬等審議会の答申について、事務局から説明をお願いいたし

ます。 

事務局次長 資料１を御覧ください。区長から、10月31日に開催された特別職報酬等審議

会の答申が11月22日付議長宛てに通知がありましたので、答申内容について説明いたし

ます。 

 答申の１、審議の視点等から、６、本年の勧告の内容は、後ほどお目通しいただけれ

ばと存じます。 

 特別職及び議員の給与等について、資料４枚目、３ページ、７、結論の６段落目、

「以上のことを」の書き出し部分を御覧ください。下から２行目になります。給与月額

については、一般職の６級（部長級）と同水準となる0.3％の改定率が妥当。特別給に

ついては審議の対象ではないが、給与等の額の決定に密接に関連するものであることか

ら、期末手当は0.1月の引上げとすることが妥当、改定の実施時期については本答申が

あった月からとすることが妥当。政務活動費の額については、他区と比較しておおむね

平均的な額であることなどから据え置くことが妥当、以上の内容で答申が出されたとこ

ろです。 

 １枚おめくりください。５枚目は、答申どおり改定を実施した場合の報酬額を試算し

た参考資料でございます。 

 なお、報酬等審議会の答申については、本日配付したものを答申の写しとして議長宛

てに送付されているので、答申内容を周知するため、この後全議員にLINE WORKSで周知

する予定でございます。 

 説明は以上でございます。 

吉田理事 ただいまの説明について、何かございますか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

吉田理事 それでは、この件についてはただいまの報告のとおりですので、よろしくお願

いいたします。 

 

《定例会の追加提案事項について》 

吉田理事 次に、定例会の追加提案事項について、事務局から説明をお願いいたします。 
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事務局次長 資料２を御覧ください。区長から条例案件５件、名誉区民の同意１件が提出

される予定です。この後開催の議会運営委員会で理事者から説明がある予定でございま

す。 

 説明は以上でございます。 

吉田理事 ただいまの説明について、何かございますか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

吉田理事 それでは、この件については、この後開催の議会運営委員会で理事者から説明

があります。 

 

《定例会の日程について》 

吉田理事 次に、定例会の日程について、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局次長 資料３を御覧ください。区長提出の追加議案に係る日程の追加でございます。

追加日程は網かけ部分でございます。この後、午前９時30分から議会運営委員会を開催、

明日11月28日火曜日午前９時30分から本会議を開会し、追加議案の議案上程、委員会付

託。なお、追加議案のうち条例案件５件は、明日の本会議で上程、委員会付託を予定。

名誉区民の同意の議案は４定最終日に当たる12月６日の本会議に上程し、委員会付託を

省略し、採決の予定。 

 以上、日程の追加を提案させていただくものでございます。 

吉田理事 ただいまの説明について、何かございますか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

吉田理事 それでは、この件については、この後開催の議会運営委員会に諮ることといた

します。 

 

《本会議の会議録署名議員について》 

吉田理事 次に、本会議の会議録署名議員について、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局次長 資料４を御覧ください。先ほど説明のとおり、第４回定例会の本会議の日程

が追加される見込みです。追加日程、変更などの会議録署名議員は網かけ部分でござい

ます。 

 説明は以上でございます。 

吉田理事 この件については、よろしくお願いいたします。 

 日程は以上ですが、ほかに何かございますか。 

山田理事 一言だけなんですけれども、11月21日の杉並区議会第４回定例会の本会議で、
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田中ゆうたろう議員が、我が党会派議員に対して動物に例える暴言を発したという状況

です。当日の様子は傍聴者の撮影した動画によって、その発言なども聞き取れるという

状況になっています。本会議の場で、そういった公党やその所属議員、どのような議員

に対してもですけれども、それを動物に例えてやゆするということは到底許されないと

私たちは考えています。彼、田中議員に対しては、22日付で抗議と謝罪表明を文書で求

めているというところです。 

 これについて、特に理事会で何かということではないんですけれども、一応議長や副

議長、ほかの会派の皆さんにも相談した経緯もありますので、この対応については一連

の経過として御報告しておきます。 

 以上です。 

吉田理事 分かりました。 

 ほかに何かございますか。 

ひわき理事 私からもちょっと簡単にではありますが、同じ田中ゆうたろう議員の発言に

関してですけれども、11月21日の本会議で、特定の個人名あるいは団体名を挙げて、事

実と異なる虚偽の発言をして誹謗中傷を行ったものであり、大変問題だとうちの会派と

しては考えています。田中議員が根拠として挙げた新聞記者の証言でも、田中議員の発

言のような事実がないということがはっきり明言されているもの、それをあえて使って

いる。あるいは、彼が証拠として区に提出したとされるＳＮＳ上の動画でも、彼が指摘

するような事実は確認されなかったというふうに区も答弁しているところです。 

 田中議員は、第２回定例会でも同様の行為を行って、議事録から不適切な部分が削除

された経緯がありますけれども、こうした行為が繰り返されていて、大変問題だという

ふうに認識しています。先ほど暴言の話もございましたけれども、議会の品位を著しく

低下させるものですし、そういった虚偽の発言をするということは、区民の負託に対す

る重大な裏切り行為だと認識しています。議事録のほうをぜひちょっと精査していただ

いて、議長のほうにはぜひ適切な対処を求めたいと思っています。うちの会派としても

抗議書を11月24日付で田中議員に提出したところです。 

 以上です。 

吉田理事 ほかに何かございますか。 

岩田理事 会派を代表してとかではなくて、比較的長く在籍させていただいている１人の

議員として。改選をして、新生議会になって半年強がたちまして、いろいろございまし

た。今日は発言についての提起がありましたけれども、この間を振り返っても、理事会

で話題になったかどうかを別にすれば、服装の問題であったり、あと再質に関するもろ
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もろですね。内容面もあれば、再質なのに質問しないというようなこともあったりしま

したし、あと、別に議員側だけではなくて、区長、理事者にしてもタイムマネジメント、

これはぶっちゃけて言えば遅刻の問題だったり、あと視察時の振る舞い、こうしたこと

もいろいろちょっと課題があったかと思います。 

 あと、私ども議員で言っても、これは主に前期、議席でのそれぞれの振る舞いという

ものが幾らか話題になったりだとか、あと、直近で言えば、ちょっと委員会の報告事項

との関連ではあるとはいえ、契約前の案件にもかかわらず、個人宅にいきなり訪問する

というようなこともあったやに聞いています。 

 これらをひっくるめて言えば立ち居振る舞いということになると思うんですけれども、

新生議会になって半年強がたったというタイミングでもあるので、これはちょっと議長、

副議長へのお願いなんですけれども、特定の誰かということではなくて、議員全員、あ

と議会にかかわるという意味では区長、理事者ひっくるめて、改めて議会の品位への配

慮というようなことも、改めてそれぞれの方なりに意識をしていただければというよう

なことを伝えるようなことも、ちょっと議長、副議長には一度御検討いただければと思

いますので、ちょっと長くなりましたが、お話をさせていただきました。 

 以上です。 

議長 議長席にいると、田中ゆうたろう議員の質問は、彼はマイク割れしないような声を

しているので全部聞こえますけれども、あと、やじで聞こえないときがあるんですね。

音って上に上がるじゃないですか。田中ゆうたろうさんが、さっき話したようにどんな

やじを飛ばしているかってよく聞こえないんです、ざわざわざわざわして。だから、皆

さんにも静かにしていただきたいと思います。上まで聞こえてきませんので。だから、

その場で訂正してほしいとか、その場で彼にきちんと言えないので、何を言っているか

分からないので。田中朝子議員のうるさいわねというのだけは聞こえましたけれども、

すみませんけれども、その辺も含めて静かにしていただきたいなと思います。 

吉田理事 ほかに何かございますか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

吉田理事 なければ、議会運営委員会理事会を閉会いたします。 

（午前 ９時２３分 閉会） 

 

 


